
「高山おでかけタクシー」が変わります。「高山おでかけタクシー」が変わります。

◆ 応募資格……昭和 28 年 4月 2日以降に生まれた方
◆ 申込方法…… 写真を貼付した「雇用申込書」（下記の申込先にあります）に必要事項を記入し、直接持参

または郵送ください。（雇用申込書は肝付町のホームページからもダウンロードできます。）
◆ 申込期間……平成 30 年 9月 14 日（金）17：15 まで※申込が無い場合は申込期間後も随時受付します。
◆ 申  込  先……本庁総務課、内之浦総合支所町民生活課、岸良出張所
◆ 選考方法……面接試験を実施します。（後日、日時・場所などの詳細は本人へ通知します。）
◆ 雇用期間……平成 30 年 10 月 1日（雇用契約日）～平成 31 年 3月 31 日（雇用契約は更新制となります。）
◆ 仕事内容（職種など）

職種 募集
人員 応募資格 職務内容 勤務条件 担当課

（問い合わせ先）

道
路
維
持
作
業
員

若干名

・普通自動車免許保持者
・ 草刈機の安全衛生教育
講習修了者※１
・ チェンソー特別教育講
習修了者※２
（ ※１※２は採用後の受
講でも可・自己負担）

・体力に自信のある方

・ 肝付町内（高山地
区または内之浦地
区）において、主
に道路等の草払い
や道路施設の維持
補修作業等

・7,500円/日
・ 1日7時間45分勤務
（8：30～17：15）
・週5日勤務
・ 勤務日数に応じて
通勤費用相当額を
支給（片道２㎞以
上の場合）
・有給休暇等有

【高山地区】
建設課
（65）8424
【内之浦地区】
林務水産課
（67）4513

現在３か月間の実証運行を実施している「高山おでかけタクシー」について、９月１日から運
行時間、乗降ポイントを拡大します。
利用を希望される方は、事前に利用者登録をお願いします。
（すでに登録された方は、新たに登録する必要はありません）

問い合わせ先　役場　企画調整課　0994-65-8422

■新しい運行時間（９/１から）
　午前９時 30 分～午後４時予約受付分まで

■新たに追加する乗降ポイント
　・新富地区公民館　　・前田地区公民館

実証運行は、９月 30日までです。
利用を希望される方は、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
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